
こんなときには届出が必要です
　国民年金は、日本に住む 20歳以上 60 歳未満のすべての人が加入し
なければなりません。届出は加入する時だけでなく、被保険者種別が変
わったときにも必要です。もし、届出されなかった場合、年金額が少な
くなったり受け取れない場合もありますので必ず届出をしましょう。

◎第３号被保険者の届出
　第２号被保険者（厚生年金保険や共済組合に加入している方）に扶養されている20歳以上
60歳未満の配偶者は、第３号被保険者として国民年金に加入することになり、加入手続きは、
第2号被保険者の勤務先を経由して行うことになります。
　なお、国民年金保険料は、第２号被保険者の加入している年金制度が負担しますので、ご自
分で納める必要はありません。
※第３号被保険者に該当したときの届出以外に、第２号被保険者が転職や退職したとき、住所
に変更があったときにも届出が必要です。

届出が必要なとき 異動の内容 持参するもの 届　出　先
20歳になったとき
（厚生年金や共済年金加
入者を除く）

第１号被保険者となります。 ・印鑑
（本人自署の場合は不要）

住所地の市区町村

退職したとき
（厚生年金や共済年金加
入者の場合）

第２号被保険者から第１号
被保険者になります。
（第３号被保険者に該当する
場合を除く）

・印鑑
（本人自署の場合は不要）
・年金手帳

住所地の市区町村

配偶者に扶養されていた
が、配偶者が厚生年金
や共済年金を辞めたとき

第３号被保険者から第１号
被保険者へ

・印鑑
（本人自署の場合は不要）
・年金手帳

住所地の市区町村

こ　ん　な　と　き 被保険者種別 届出先
・配偶者である第２号被保険者が会社を退職したとき
・配偶者である第２号被保険者の扶養から外れたとき
・配偶者である第２号被保険者と離婚したとき
・配偶者である第２号被保険者が65歳になったとき

第3号→第1号 住所地の市町村

・本人（第３号被保険者）が就職して厚生年金や共済組合
　に加入したとき 第3号→第2号 勤務先

・配偶者である第２号被保険者の加入する被用者年金制度
　が変わったとき（例えば厚生年金から共済組合）

第3号→第3号
（種別は変わりませ
んが届出は必要）

第2号被保険者の
勤務先

・本人の住所が変わったとき 　　　　　　　 第2号被保険者の
勤務先
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